
 

地域金融円滑化のための取組み状況 
 

平成２３年１１月１１日 
 

金融円滑化法の施行以後、仙南信用金庫が取り組んでまいりました条件変更等の

ご相談への取組み状況をご報告いたします。 
 

法第４条に基づく措置の実施状況 

貸付けの条件の変更等の申込みを受付けた貸付債権の額 

【債務者が中小企業者である場合】 

（単位：百万円） 

 
平成21年 

12月末 

平成22年

3月末 

平成22年

6月末 

平成22年

9月末 

平成22年

12月末

平成23年 

3月末 

平成23年

6月末 

平成23年

9月末

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた
貸付債権の額 701 2,668 3,668 5,355 7,111 9,654 11,894 13,755 

うち、実行に係る貸付債権の額 286 1,628 2,947 4,692 6,342 7,384 9,486 11,791 
うち、謝絶に係る貸付債権の額 5 79 177 265 280 412 474 656 
うち、審査中の貸付債権の額 408 835 352 145 194 1,516 896 137 

 

うち、取下げに係る貸付債権の額 0 125 190 250 292 340 1,036 1,168 

 
うち、信用保証協会等による債務の
保証を受けていた貸付債権のうち実
行に係る貸付債権の額 273 1,159 1,879 2,974 4,170 4,909 6,141 7,749 

 
うち、信用保証協会等による債務の
保証を受けていた貸付債権のうち謝
絶に係る貸付債権の額 5 12 84 168 179 311 373 525 

注１．平成２１年１２月４日以降受付分の累計となります。 
注２．「謝絶に係る貸付債権の額」に計上した貸付債権額には、お客さまの都合等により申込日から３ヶ月 

経過したため、法の定めにより謝絶に区分した貸付債権４７４百万円を含んでおります。 
注３．平成２２年９月末・平成２２年１２月末・平成２３年３月末の小項目（うち、実行に係る貸付債権の 

額以下）について、端数処理の関係で一部の数値を修正いたしました。 
 

貸付けの条件の変更等の申込みを受付けた貸付債権の数 

【債務者が中小企業者である場合】 

（単位：件） 

 
平成21年 

12月末 

平成22年

3月末 

平成22年

6月末 

平成22年

9月末 

平成22年

12月末

平成23年 

3月末 

平成23年

6月末 

平成23年

9月末

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた
貸付債権の数 66 204 298 399 525 683 855 952 

うち、実行に係る貸付債権の数 29 141 226 337 447 512 654 779 
うち、謝絶に係る貸付債権の数 3 9 16 26 28 43 54 67 
うち、審査中の貸付債権の数 33 44 36 12 21 91 62 8 

 

うち、取下げに係る貸付債権の数 1 10 20 24 29 37 85 98 

 
うち、信用保証協会等による債務の
保証を受けていた貸付債権のうち実
行に係る貸付債権の数 28 116 178 272 358 412 527 630 

 
うち、信用保証協会等による債務の
保証を受けていた貸付債権のうち謝
絶に係る貸付債権の数 3 5 11 20 21 36 47 59 

注１．平成２１年１２月４日以降受付分の累計となります。 



 

 

法第５条に基づく措置の実施状況 

貸付けの条件の変更等の申込みを受付けた貸付債権の額 

【債務者が住宅資金借入者である場合】 

（単位：百万円） 

 
平成21年 

12月末 

平成22年

3月末 

平成22年

6月末 

平成22年

9月末 

平成22年

12月末

平成23年 

3月末 

平成23年

6月末 

平成23年

9月末

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた
貸付債権の額 41 164 286 350 391 531 671 736 

うち、実行に係る貸付債権の額 0 115 169 267 314 383 508 587 

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0 0 1 1 1 36 51 

うち、審査中の貸付債権の額 41 29 96 16 0 58 28 0 
 

うち、取下げに係る貸付債権の額 0 19 21 64 74 88 97 97 
注１．平成２１年１２月４日以降受付分の累計となります。 
注２．「謝絶に係る貸付債権の額」に計上した貸付債権額には、お客さまの都合等により申込日から３ヶ月が経

過したため、法の定めにより謝絶に区分した債権５１百万円を含んでおります。 

 

 

 

貸付けの条件の変更等の申込みを受付けた貸付債権の数 

【債務者が住宅資金借入者である場合】 

（単位：件） 

 
平成21年 

12月末 

平成22年

3月末 

平成22年

6月末 

平成22年

9月末  

平成22年

12月末

平成23年 

3月末 

平成23年

6月末 

平成23年

9月末

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた
貸付債権の数 2 12 23 32 37 47 60 67 

うち、実行に係る貸付債権の数 0 8 13 21 28 33 45 53 

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0 0 1 1 1 3 4 

うち、審査中の貸付債権の数 2 2 7 4 0 4 2 0 
 

うち、取下げに係る貸付債権の数 0 2 3 6 8 9 10 10 
注１．平成２１年１２月４日以降受付分の累計となります。 

 

 


